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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成30年5月10日(2018.5.10)

【公開番号】特開2016-195185(P2016-195185A)
【公開日】平成28年11月17日(2016.11.17)
【年通号数】公開・登録公報2016-064
【出願番号】特願2015-74498(P2015-74498)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  27/14     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   1/115    (2015.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/335    (2011.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   27/14     　　　Ｄ
   Ｇ０２Ｂ    1/115    　　　　
   Ｈ０４Ｎ    5/335    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年3月26日(2018.3.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基体と、前記基体の上に設けられた第１層と、前記第１層の上に設けられた第２層と、
前記第２層の上に設けられた第３層と、を備え、前記第１層が前記第２層および前記第３
層に重ならない部分を有する積層体を準備する工程と、
　前記第１層を前記重ならない部分から液体で溶解させることで、前記基体から前記第２
層を剥離する工程と、を有し、
　前記第１層および前記第３層は化合物を含むことを特徴とする光学部品の製造方法。
【請求項２】
　前記重ならない部分は前記第１層の縁を含むことを特徴とする請求項１に記載の光学部
品の製造方法。
【請求項３】
　前記基体は前記第１層に重ならない部分を有することを特徴とする請求項１または２に
記載の光学部品の製造方法。
【請求項４】
　前記基体および前記第１層は酸化シリコンを含むことを特徴とする請求項１乃至３のい
ずれか１項に記載の光学部品の製造方法。
【請求項５】
　前記第２層は前記第１層に接することを特徴とする請求項１に記載の光学部品の製造方
法。
【請求項６】
　前記第３層は前記第１層と同じ化合物を含むことを特徴とする請求項１に記載の光学部
品の製造方法。
【請求項７】
　前記基体はガラス板または水晶板であり、前記第１層は酸化シリコン層であり、前記第
２層は金属化合物を含むことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の光学部
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品の製造方法。
【請求項８】
　前記液体はアルカリ性であることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の
光学部品の製造方法。
【請求項９】
　前記第１層の前記第２層および前記第３層に重ならない前記部分の厚さは３０ｎｍ以上
１０００ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の光学部
品の製造方法。
【請求項１０】
　前記剥離する工程の後に、
　前記基体の上に反射防止膜を形成する工程を有することを特徴とする請求項１乃至９の
いずれか１項に記載の光学部品の製造方法。
【請求項１１】
　酸化シリコンを含む基体と、
　前記基体の上に設けられた酸化シリコンを含む第１層と、
　前記第１層の上に設けられた金属化合物を含む第２層と、を備え、
　前記第１層は前記第２層に重ならない部分を有し、
　前記第１層における空隙率が前記基体における空隙率よりも高いことを特徴とする光学
部品。
【請求項１２】
　前記第２層に重ならない前記部分は、前記第１層の縁と、前記縁からの距離が５００～
１０００μｍである部分と、を含むことを特徴とする請求項１１に記載の光学部品。
【請求項１３】
　前記基体は前記第１層に重ならない部分を有することを特徴とする請求項１１または１
２に記載の光学部品。
【請求項１４】
　前記第１層の上には、前記第２層と、前記第２層の上に設けられた第３層と、前記第３
層の上に設けられた第４層と、を含む多層膜が設けられ、
　前記第１層の前記重ならない部分が前記第３層および前記第４層に重ならず、
　前記第３層は酸化シリコンを含み、前記第４層は金属化合物を含むことを特徴とする請
求項１１乃至１３のいずれか１項に記載の光学部品。
【請求項１５】
　前記第２層のうち前記第２層の縁から５００μｍ以内の部分に前記第４層が重なること
を特徴とする請求項１４に記載の光学部品。
【請求項１６】
　前記第２層は、前記第２層の縁を含む部分と、前記第１層の上の部分と、を有し、前記
第２層の前記縁を含む前記部分の厚さは、前記第１層の上の前記部分の厚さよりも小さく
、前記第２層の前記縁を含む前記部分および前記第１層の上の前記部分に前記第４層が重
なることを特徴とする請求項１４または１５に記載の光学部品。
【請求項１７】
　前記基体は水晶板であり、前記金属化合物は酸化チタンであることを特徴とする請求項
１１乃至１６のいずれか１項に記載の光学部品。
【請求項１８】
　前記第１層の前記第２層に重ならない前記部分の厚さは３０ｎｍ以上１０００ｎｍ以下
であることを特徴とする請求項１１乃至１７のいずれか１項に記載の光学部品。
【請求項１９】
　請求項１１乃至１８のいずれか１項に記載の光学部品と、
　前記光学部品に対向して配置された、表示または撮像を行う電子デバイスと、
　を備える光学装置。
【請求項２０】
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　請求項１１乃至１８のいずれか１項に記載の光学部品と、
　前記光学部品を保持する保持部品と、
　前記光学部品と前記保持部品とを接着する接着部材と、を備え、
　前記接着部材は前記基体に重なり、前記第２層に重ならないことを特徴とする光学装置
。
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